
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

公共工事品質確保に関する議員連盟 
  「公共工事契約適正化委員会」における御説明資料 



「自民党品確議連公共工事契約適正化委員会」の開催経緯 

 

○第１回 １月２９日 
  ・建設業を取り巻く環境について（国交省説明） 
 

○第２回 ２月２８日 
  ・公共工事の入札契約を巡る現状と課題について（国交省説明）  
 

○第３回 ４月２日 
  ・業界ヒアリング（全国建設業協会（全建）、日本建設業連合会（日建連）） 
 

○第４回 ４月４日 
  ・業界ヒアリング（全国中小建設業協会（全中建）、建設産業専門団体連合会（建専連）、 
             建設コンサルタンツ協会（建コン）） 
 

○第５回 ４月１０日 
  ・地方公共団体ヒアリング（県：大分県、市：長崎県佐世保市、町村：新潟県北蒲原郡聖籠町） 
 

○第６回 ５月２９日 
  ・今後の建設産業政策及び入札契約制度の検討の方向性について（国交省説明） 
 

○第７回 ９月１９日 
  ・今後の建設産業政策及び入札契約制度の検討の状況について（国交省説明） 

開催経緯 
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今後の建設産業政策及び入札契約制度の大きな方向性について 

建設投資大幅減 

指名競争 
↓ 

一般競争 
総合評価 

維
持
管
理
、
除
雪
、
防

災
、
応
急
復
旧
に
支
障 

若
年
入
職
者
減
少
、

高
齢
化
の
進
行
、
将

来
的
な
品
質
確
保
の

懸
念 

＜  現 状 と 課 題  ＞ 
受
注
競
争
の
過
度
の
激
化 

下請・技能労働者
へのしわ寄せ。処遇
悪化 

・現場の深刻な担
い手不足 

・インフラ安全度の
低下、危機管理
への支障 

＜  ４つの方向性  ＞  

時代のニーズや事業の特性に応じた 
多様な入札契約方式の導入と活用 

ダンピング対策の強化、
適正価格での契約の推進 

現場を支える技術者・技能者
の確保・育成 

地域のインフラメンテナンス、
災害対応等の的確な確保、
将来的な品質確保 

ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注 

人、機材への投資
が困難に。 

○単発の個別品質に加え、中長期的な担い手の確保 ○時代のニーズに応えられる官民パートナーシップの実現 

○企業評価・選定の理念の明確化と行き過ぎた価格競争の是正  ○元請から技能労働者まで施工体制全体の持続可能性確保 

＜４つの改革理念＞ 

※発注者のスキル・マンパワーも不足 

Ⅰ 

Ⅱ Ⅲ Ⅳ 

公共工事の透明性、公正性、必要かつ十分な競争性の確保に留意し、国民、地域住民の信頼を確保 
2 



建設投資、許可業者数及び就業者数の推移 
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（年度） 

 
 
 
出所：国土交通省「建設投資見通し」・「許可業者数調べ」、総務省「労働力調査」                        
注１ 投資額については平成22年度まで実績、23年度・24年度は見込み、25年度は見通し 
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値 
注３ 就業者数は年平均。平成23年は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値 
 

○ 建設投資額はピーク時の４年度：約84兆円から22年度：約41兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、 
 25年度は約50兆円となる見通し（ピーク時から約40％減）。  
○ 建設業者数（24年度末）は約47万業者で、ピーク時（11年度末）から約22％減。 
○ 建設業就業者数（24年平均）は503万人で、ピーク時（９年平均）から約27％減。 

就業者数のピーク 
685万人（９年平均） 

503万人 
（24年平均） 

就業者数ピーク時比 
▲26.6% 

許可業者数のピーク 
600千業者（11年度末） 

建設投資 
50.0兆円 

建設投資ピーク時比 
▲40.5％ 

許可業者数ピーク時比 
▲21.8% 

470千業者 
（24年度末） 

建設投資のピーク 
84.0兆円（４年度） 
就業者数：619万人 
業者数：531千業者 
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建設業の売上高総利益率、販管費率、営業利益率 

出所：財務省「法人企業統計」 

販管費 

経費 

完
成
工
事
原
価 外注費 

労務費 

材料費 

営業利益 

（２０～３０％）  
素材、半製品、材料等 

（５～１５％）  
直接雇用の作業員の賃
金、給与等 

（４０～６０％）  
下請契約支払額 

（１０～２０％） 
その他工事に係る経費  
工事に従事した従業員の給与等 

売
上
総
利
益 

（１０～２０％） 
役員、間接部門の給与、福利厚
生費、事務費、広報宣伝費、賃
料、償却費、租税公課等 

（下請企業の労務費を含む） 

その他原価 

売
上
高 

兼業部門の原価 

※（ ）内は売上高に占める 
  各項目の標準的な割合 

※資本金10億円以上の企業では、総利益率は13%程度から11%程度に
低下、販管費率は8%前後で安定的に推移 

○ 販管費の比率は低下せず、売上高営業利益率は下落、低迷 
建設業の売上高総利益率、販管費率、営業利益率 

4 

16.4  

17.0  

17.5  17.5  

17.0  
17.0  

16.5  

16.9  
17.1  

17.1  
17.0  17.2  

16.5  16.6  

17.5  

16.9  

16.6  

17.3  

16.5  

18.1  18.1  18.0  

12.5  

13.0  

13.7  

14.3  
14.4  

14.8  

14.4  

15.2  

15.5  
15.7  

15.5  

15.8  

15.3  15.2  

15.8  

15.4  

14.9  

15.7  
15.5  

17.0  

16.6  16.6  

3.9  
4.0  

3.8  

3.2  

2.6  

2.2  
2.1  

1.7  
1.5  

1.4  
1.6  

1.4  
1.3  

1.4  

1.7  

1.5  

1.7  
1.6  

1.0  1.1  

1.4  

1.4  

2.0  

0.0  

0.5  

1.0  

1.5  

2.0  

2.5  

3.0  

3.5  

4.0  

4.5  

12.0  

13.0  

14.0  

15.0  

16.0  

17.0  

18.0  

19.0  

H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

売上高総利益率 

売上高販管費率 

売上高営業利益率 

売
上
高
総
利
益
率
・販
管
費
率 

売
上
高
営
業
利
益
率 

（％） （％） 



5 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

H2年 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 

395 
399 408 420 433 438 442 455 434 432 432 415 414 401 385 381 375 370 358 342 331 334 335 

29 33 36 
42 42 43 43  41 

43 42 42 
39 37 

36 
34 32 31 31 30 

32 31 31 32 

118 127 
127 128 

127 128 
131 133 

131 128 126 
124 116 

114 
113 107 107 103 103 

100 
94 98 98 

22 
22 27 

26 27 29 29 31 
31 32 34 

33 32 
34 

35 34 32 31 31 
29 

29 32 30 

588 

24  

604 

25 

619 

25 

640 

26 

655 

25 

663 

24 

670 

24 

685 

24 

662 

24 

657 

23 

653 

20 
632 

22 

618 

19 
604 

19 

584 

17 

568 

14 

559 

14 

552 

17  

537 

15  

517 

14 
13 7 8 

（万人） その他 

販売従事者 

管理的職業、事務従事者 

技術者 

技能労働者 

21.3 
21.6 

21.6 

21.9 

22.2 22.8 
23.1 

23.7 

23.5  
23.1  

23.7  
24.6  

25.6  

26.5  

27.0  

27.9  
28.2  

28.4  28.5  28.6  28.7  

20.9 
22.3 

23.1 23.2 

23.7 

24.1 24.2 

24.5 
24.8  

23.9  

24.8  

26.0  

28.1  

29.4  

30.2  

31.3  

32.2  
32.5  

33.1  
32.8  

33.6  

22.8 

23.4 
23.6 23.5 

23.8 

23.5 

23.3 

22.9 22.8  

22.3  

21.5  20.9  

20.2  
19.7  19.4  

18.6  

18.3  17.8  

17.5  17.3  

16.6  

16.8 

19.8 

20.5 

21.1 
21.8 

22.0  21.6 

21.0 

20.5  

19.6  

19.1  

17.7  

16.1  

15.5  

15.0  

13.8  

13.0  
12.8  

11.6  
11.8  

11.1  
10  

12  

14  

16  

18  

20  

22  

24  

26  

28  

30  

32  

34  

36  

平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

（％） 

(年） 

○ 建設業就業者は、55歳以上が約34％、29歳以下が約11%と
高齢化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。  

  ※実数ベースでは、建設業就業者数のうち平成23年と比較して55 
    歳以上が約4万人増加、29歳以下が約3万人減少（平成24年） 
○入職者（新規高卒）       ：3.5万人（H9） → 1.5万人（H24）▲57% 
○入職者（新規大卒・院卒等）：3.6万人（H9） → 1.9万人（H24）▲47% 
  ※工事現場を支える技能労働者・技術者の入職者が激減 
  ※少なくとも今後10年程度以内に、技能労働者の不足が恒常化す 
    るとの懸念（推計） 

出所：総務省「労働力調査」 

出所：総務省 「労働力調査」（暦年平均） 

○建設業就業者：  685万人（H9） → 503万人（H24） ▲ 182万人（▲27%） 

○技術者    ：  41万人（H9） →  32万人（H24） ▲     9万人（▲22％） 

○技能労働者 ：  455万人（H9）  →   335万人（H24） ▲ 120万人（▲26%） 

技能労働者等の減少 建設業就業者の高齢化の進行 

全産業（５５歳以上） 

全産業（２９歳以下） 

建設業：約３割が５５歳以上 

建設業：２９歳以下は約１割 

502 503 

（※平成２３年データは、東日本大震災の影響により推計値。） 

498 

技能労働者等の減少、建設業就業者の高齢化の進行 



 公共工事設計労務単価の推移 
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出所：国土交通省「公共工事設計労務単価」 
※数字は全国各都道府県の単純平均値 

（円） 

H24.6単価比 
+16.7％ 

H24.6単価比 
+15.4％ 

H24.6単価比 
+15.6％ 
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Ⅰ ．単価設定のポイント 

 
（１）技能労働者の減少等に伴う労働市場の実勢価格を適切に反映 
（２）社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映 
（３）被災地等の入札不調の増加状況に応じて機動的に単価を引き上げるよう措置（被災三県に  

ついて単価を５％引上げ） 

全国（全職種単純平均値）前年度比；被災＋１５．１％ 
被災三県（全職種単純平均値）前年度比；＋２１．０％ 

Ⅱ ．あわせて、技能労働者への適切な賃金水準の確保について各団体に要請 

建設業団体あて 公共発注者あて 

（１）平成25年度公共工事設計労務単価の早期適用 

（２）ダンピング受注の排除 

 低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適
切な活用 
（３）法定福利費の適切な支払と社会保険等への加入

徹底に関する指導 

 民間発注者あて 

（１）労務費の上昇傾向を踏まえた工事発注 

 これ以上の技能労働者の減少を招かないよう、必要
経費を含んだ適正な価格による工事発注 
（２）社会保険料相当額の支払 

 労働者負担分及び事業主負担分の法定福利費を 
 適切に含んだ額による工事発注 

（１）技能労働者への適切な水準の賃金支払 

  ・ 適切な価格での下請契約の締結 
  ・ 労働者への適切な水準の賃金支払を元請から下請に要請 
  ・ 雇用する技能労働者の賃金水準の引上げ 
（２）社会保険等への加入徹底 

  ・ 元請は、法定福利費相当額（労働者負担分及び事業主負担
分）を適切に含んだ額による下請契約の締結する 

  ・ 下請は、技能労働者に法定福利費相当額を適切に含んだ賃
金を支払い、労働者を社会保険に加入させる 
（３）若年入職者の積極的な確保 

 賃金引上げと社会保険への加入により、若年入職者を積極
的に確保 

（４）ダンピング受注の排除 

平成25年度 公共工事設計労務単価の概要 平成25年度 公共工事設計労務単価の概要 
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○  平成２５年度の公共工事設計労務単価の大幅な引き上げ（前年度比 全国平均約15%，被災三県約21%）を受け、建設業団体、公共発注者及び主
な民間発注者に対し、技能労働者の適切な賃金水準の確保等や社会保険への加入の徹底等を要請 

 技能労働者の処遇改善に向けた取組 

技能労働者への適切な賃金水準の確保について（平成25年3月29日付け国土入企第36号） 

国土交通省と建設業４団体との会合 （4月18日） 

 

○  設計労務単価の大幅な引き上げを踏まえ、適切な価格での契約、技能労働者への適切な水準の賃金の支
払い、社会保険への加入の徹底等が行われるよう、建設業界挙げてのご理解と適切な対応をお願いしたい。 

 

【国土交通省側】太田国土交通大臣、鶴保国土交通副大臣、松下国土交通政務官  他 
【建設業団体側】日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会 
 

出席者 

大臣発言のポイント 

建設業団体の対応状況（抄） 

 

○ ４月２５日   技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会） 
○ ７月１８日  下請企業に対して、労務賃金の改善の要請、労務賃金の状況調査の実施などを決定（理事会） 
  → ７月２６日   中村会長が太田大臣に報告 

日本建設業連合会 

 

○ ４月２６日  技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会） 
○ ７月２６日  適正な公共事業の執行についての取組の強化等を決定（理事会） 

全国建設業協会 

 

○  ５月２９日  技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（理事会） 
○  ８月１２日  更なる周知徹底、市町村の現状把握等を決定（正副会長会議）  

全国中小建設業協会 

 

○ ６月４日  技能労働者の適正な賃金の確保等について決議（通常総会） 

建設産業専門団体連合会 

 ○ 1/3強の建設企業が４月以降何らかの形で賃上げ（予定含む）を実施。全産業と比較し、建設業、特に鉄筋・型枠・とび等専門工事業の給与が上伸    
 ○ 建設業団体からは、相当数の会員企業が下請企業の技能労働者の賃上げに前向き、民間・公共発注者（自治体）の理解が不可欠等の意見 
 ○ 今後も技能労働者の適切な賃金水準の確保に向けて取組を加速化することを確認 

「太田国土交通大臣から建設業団体トップへの直接の要請」フォローアップ会合（10月23日） 



地方公共団体におけるダンピング対策の現状 

最低制限価格制度等の導入状況 （H24.9.1現在） 

○最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を併用 
  ４３都道府県（91.5%）、２０政令市（100%）、４７５市区町村（27.6%） 
 

○低入札価格調査制度のみ導入 
  ４県（8.5%）、１３８市区町村（8.0%） 
 

○最低制限価格制度のみ導入 
  ８７７市区町村（50.9%） 
 

○いずれの制度も未導入 
  ２３２市区町村（13.5%） 

予定価格の事後公表への移行状況 （H24.9.1現在） 

（H23.9.1） 

１３団体 
１６団体 
 
１８団体 

・ 事後公表のみ 
・ 事前公表と事後公表との併用 
  ※試行を含む。 
・ 事前公表のみ 

（H24.9.1） 
○都道府県における移行状況 

○政令指定都市における移行状況 

・ 事後公表のみ 
・ 事前公表と事後公表との併用 
  ※試行を含む。 
・ 事前公表のみ 

１４団体 
１６団体 
 
１７団体 

（H23.9.1） （H24.9.1） 

４団体 
９団体 
 
６団体 

５団体 
９団体 
 
６団体 

（＋1） 
（±0） 
 
(△1) 

（＋1） 
（±0） 
 
(±0) 

○市区町村における移行状況 

・ 事後公表のみ 
・ 事前公表と事後公表との併用 
  ※試行を含む。 
・ 事前公表のみ 

（H23.9.1） （H24.9.1） 

５１０団体 
２１６団体 
 
７７５団体 

５２９団体 
２１８団体 
 
７６３団体 

（＋19） 
（＋2） 
 
(△12) 

国土交通省直轄工事及び都道府県発注工事における 
落札率及び低価格入札の発生率の推移  

  ○都道府県の発注工事で、低入札価格調査基準価格や最低 
    制限価格を下回る額で応札される案件の割合が年々増加。 

※１ 低価格入札の発生率とは、低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を 
        設定した案件に対し、当該価格よりも応札額が下回った案件の発生割合 
※２ 落札率における国土交通省直轄工事は、８地方整備局で契約した工事 
    （平成１７年度までは港湾空港関係除く） 
※３ 低価格に入札の発生率における国土交通省直轄工事においては、８地方  
    整備局で契約した工事（港湾空港関係除く） 

9 



低入札価格調査基準とは 

 ■ 予算決算及び会計令第８５条に規定。 
 ■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の 
    基準。 
 ■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施。  
   履行可能性が認められない場合には、失格。 
 
低入札価格調査基準の見直しについて 

低入札価格調査基準の見直し 

【範囲】 

  予定価格の 

    7.0/10～9.0/10 

  【計算式】 

   ・直接工事費×0.95 

   ・共通仮設費×0.90 

   ・現場管理費×0.80 

   ・一般管理費等×0.30 

    上記の合計額×1.05      

H23.4～ 
【範囲】 

  予定価格の 

    7.0/10～9.0/10 

  【計算式】 

   ・直接工事費×0.95 

   ・共通仮設費×0.90 

   ・現場管理費×0.80 

   ・一般管理費等×0.55 

    上記の合計額×1.05      

今回（H25.5.16～） 

○H25年5月16日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の一般管理費等の
算入率を0.3から0.55へ引き上げる。 

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。 10 



188,991 
191,193 

193,143 
193,391 

193,873 
192,916 

190,574 
187,368 

184,192 
181,405 

178,436 

174,137 

169,532 

165,999 

162,544 

157,992 

153,582 

149,138 

144,920 
142,187 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

200,000 

H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 

土木部門職員数推移（H4～H23） 

土木職員数の推移 

（人） 

（年度） 

※各年度の職員数はその年度の４月１日現在の職員数 

出所：総務省「地方公共団体定員管理調査」 

 

○ 地方公共団体における土木部門の職員数は、建設投資ピーク時（H4年度）から約25%減。 
 

区分 平成６年度 
平成２３年度 

（H６年度比） 

 
普 
 
通 
 
会 
 
計 

一般 
行政 
【うち
土木】 

1,174,514 
 

【193,143】 
 

926,249 
（▲21.1） 
【142,187】 
（▲26.4） 

教育 1,281,001 
 

1,055,313 
（▲17.6） 

警察 253,994 
 

282,023 
（11.0） 

消防 145,535 
 

158,062 
（8.6） 

計 2,855,044 
 

2,421,647 
（▲15.2) 

公営企業
等会計 

437,448 
 

367,342 
（▲14.1） 

合計 3,282,492 
 

2,788,989 
（▲15.0） 

部門別の職員数と増減状況 

 
※平成２３年度の公営企業等会計部門は、被災 
    １１団体の内訳が不明のため、小計に被災１１ 
    団体の公営企業等会計部門職員数135名を 
    足している。 
※「一般行政」･･･総務・企画、税務、農林水産、 
  土木、福祉関係（民政、衛生）等 
※「公営企業等会計」･･･病院、水道、下水道、 
     交通等 
 

11 



入札契約制度の課題と課題解決のための制度改正の方向性(案) 

 
○ 上記の各事項に対応した項目は、今後の検討の結果、追加や削除等の変更があり得る。 
○ 公共工事の品質確保の促進に関する法律（※）の体系に位置づける手法（法令、基本方針等）について更に検討が必要。 
○ そのうえで、各発注者に適切かつ円滑に活用されるよう、国において技術的助言として運用方針の策定等を行っていく方向。 
○ 上記検討にあわせ、予算決算及び会計令や地方自治法施行令等の改正の必要性について十分検討。 
○ 透明性、公正性、必要かつ十分な競争性の確保のための方策や発注体制を整備できない発注者に対する支援のあり方等についても検討。 
○ 公共工事に関する調査及び設計の品質確保の方策等についても検討。 
 

公共工事の入札契約制度の課題 制度改正の方向性 

Ⅰ.現状では、発注者は個々の公共工事の品質確保に重点 発注者は、公共工事の品質確保に加え、中長期的な
担い手の確保等にも配慮する旨を明確化 

Ⅱ. 入札契約方式が画一的で、時代のニーズや事業の特
性に応じた多様な方式が活用されにくい状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業の特性等に応じて選択できる多様な入札契約 
方式を体系的に位置づけ 

 
 

Ⅲ. 予定価格の設定にあたり 
 ・労務、資材等の適正価格を的確に反映しているか。 
 ・高度な技術提案等が必要な場合に、提案を踏まえて

適切に定めているか。 

予定価格のより適正な設定について明確化 
・適正価格を的確に反映した積算の実施 
・技術提案を踏まえた予定価格 
・新たな契約方式に対応した予定価格 

（具体的な課題の例） （入札契約方式の例） 

・技術的難易度が高い工事等において民間のノウハウ等を最
大限活用する必要性 

→公募により最も優れた技術を有する企業を選定し、 
 価格や工法等について交渉を行った上で契約する方式 

・工事の規模や難易度に応じた発注体制整備が困難な場合 →ＣＭ方式など、発注者支援に資する方式 

・入札契約に係る受発注者の負担の増大 →段階選抜方式や総合評価落札方式の適切な活用(二極化等) 

・地域維持体制確保への懸念（ｲﾝﾌﾗﾒﾝﾃﾅﾝｽ、災害対応等） →人や機械保有等の建設企業の多面的要素の適切な評価 
→複数年度契約、複数業務の一括発注や共同受注方式 

・元請から技能労働者まで施工体制全体の適正経費の支払
（ひいては持続可能性）確保 

→元下間の契約の透明性を高めるための方式（オープン
ブックやコスト＋フィー等） 

・若手の技術者、技能労働者の確保への懸念 →建設企業（下請含む）における若手技術者や技能労働者
等の確保・育成の取組を評価 

＜目的＞インフラの品質確保のための担い手の確保 
 （背景）現場の担い手不足、行き過ぎた価格競争、発注者マンパワー不足、受発注者の負担増大等 

（※）公共工事の品質確保に関する基本理念や国等の責務、公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を規定。平成17年に議員立法により制定。 

競争に参加する建設業者のランク分け 発注ごとの落札者決定のプロセス 

契 
  

約 

全発注者共通の 
客観的事項の審査 

発注者ごとの 
主観的事項の審査 

経
営
事
項
審
査 

競
争
参
加
資
格
審
査 

個
別
発
注
ご
と
の 

入
札
参
加
条
件
設
定 

事業の性格や地域の特性に応じた入札契約方式の選択 
選抜方式：技術を評価して価格等を交渉する方式、段階的な選抜方式 等 
契約対象範囲：設計施工分離方式、設計施工一括方式、複数年契約 等 
請負代金の支払：総価契約単価合意方式 等 
                             など 

中長期的な公共事業の品質確保のための施工力・技術力の維持向上 
にも資するとの観点からの評価等の見直しを検討 

※受発注者の負担の軽減の観点から、手続の簡素化等に留意 

入 
 

 

札 

＜評価・選抜＞ 

入札・契約手続きのフロー 
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Ａ３資料（課題と制度改正の方向性） 
を差し込み 



公共工事の品質確保の促進に関する法律 （公布 平成17年3月31日） 

１．公共工事の品質確保に関する 
 基本理念および発注者の責務 

２． 『価格と品質で総合的に 
優れた調達』 

３．発注者をサポートする仕組み 
 

公共工事の品質は、価格及び品質
が総合的に優れた内容の契約が
なされることにより確保されなけれ
ばならない(第３条第２項) 

・工事の経験等、技術的能力に 

 関する事項を審査（第１１条） 
・技術提案を求める入札（第１２条） 
・技術提案についての改善を求め 

 ることが可能（第１３条） 
・高度な技術等の提案の審査の結 

 果を踏まえた予定価格作成が可 

 能 （第１４条） 

発注者は、自ら発注関係事務を
適切に実施することが困難な場
合、外部の者の能力を活用するよ
う努める（第１５条） 

政府の策定する「基本方針」に基づき、各発注者は必要な措置を講ずる（第９条） 

【目的】公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、 

   公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保の促進を図り、 

   もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与（第１条） 

発注者は、基本理念にのっとり、そ
の発注に係る公共工事の品質が
確保されるよう発注関係事務を適
切に実施する責務(第６条) 

※議員立法により制定 13 


